
副１部返送

受理・審査（浄化槽放流水の地
下浸透に関する指導基準（昭和
62年4月1日付62環第4号長野県

生活環境部長通知）による）

【使用開始報告書提出後】
維持管理台帳及び設置位置図２枚作成

維持管理台帳２・３枚目と設置位置図２枚、配置図（平
面図）２枚送付  （添付あれば）浄化槽法定検査申込
書、諏訪浄化槽衛生管理組合加入申込書も送付

地域振興局
（環境課）

※長野県で審査対象となる建物規模の場合は、副は長野県から設置者に直接返送されます。

提出：正2部、副1部
受理・審査（維持管理等）、起案、副押印、

入力、正１部保管、県毎月報告
正１部副１部送付 受理・審査(規模・構造等)、

起案(下水道係合議)

副保管 副本返送
副１部返送 正１部保管

副押印

≪提出部数と様式≫正本２部：浄化槽設置届出書（別記様式第１号）
　　　　　　　　　　　　　副本１部：浄化槽設置届出書副本（適正確認書） （様式第１号）

≪添付≫
　　(1)　型式認定浄化槽の場合は、型式適合認定書の写し、型式適合認定書別添仕様書及び図面の写し
　　(2)　(1)以外の浄化槽は、当該浄化槽の構造を明らかにする構造図、仕様書及び処理工程図
　　(3)　浄化槽の設置場所の周辺500mの状況を記入した見取図
　　(4)　当該浄化槽が処理する、し尿等を排出する建物の種類を記載した書類及び建物等の平面図等人員算定、汚水量
　　　　　の 計算の基礎となる書類及び図面
　　(5)　当該浄化槽の保守点検又は清掃若しくはその両方を業者に委託する予定の場合は、当該保守点検業者等の名
　　　　　称を記載した書類
　　(6)　当該浄化槽の処理対象人員が501人以上の場合、技術管理者の履歴書及びその資格を証する書類
　　(7)　その他市長又は特定行政庁が必要と認める書類
　 (任意：浄化槽法定検査申込書、諏訪浄化槽衛生管理組合加入申込書）

≪注≫
　　①下水道の供用開始区域などは設置に制限がある場合がありますので、水道局下水道係で確認をお願いします。
　　②浄化槽法第13条による国土交通大臣の認定を受けている型式の場合は10日前、認定外の型式の場合は21日前
　　　までに提出してください。

設置者 市（生活環境課）
特定行政庁（都市計画課）

又は長野県※

１部保管

■浄化槽を設置する場合

（建築確認が不要の場合）　浄化槽設置届出書
　（浄化槽法第5条・10条第2項、浄化槽法施行令第1条、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する
     省令第3条、諏訪市浄化槽の設置に関する指導基準第4条第3項、諏訪市浄化槽法事務処理要領第2条）

設置者 市（生活環境課）

提出：２部
１部返送

合併処理浄化槽の設置・変更・廃止等に伴う各種届出について

■設置予定の浄化槽の放流水について、やむを得ず地下浸透を計画している場合

浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書
　（諏訪市浄化槽の設置に関する指導基準第3条）

≪提出部数と様式≫２部：浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書（別記様式）

≪添付≫　（詳しくは別添の「浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準」をご覧ください）
　　(1)　地形図　（地形図3,000分の１～25,000分の1地形図に地下浸透装置の設置場所を明示）
　　(2)　設置場所付近の平面図　（概略500分の1）
　　(3)　設置場所付近の状況がわかるカラー写真　（撮影年月日を記入）
　　(4)　土壌の浸透試験結果（試験方法は別紙1。放流水の地下浸透処理予定地内で行った浸透試験の結果。
　　　　　浸透試験を行う試験孔の数は、浄化槽の処理対象人員100人までは3か所、それをこえる場合は5か所。
　　　　　なお、試験孔の場所は、地下浸透処理予定地の中心及び地下浸透処理予定地を代表する2か所または4か所。）
　　(5)　地下浸透処理を行う土地の土質柱状図（表示方法は別紙2。放流水の地下浸透処理予定地内に深さ2.5メートル
　　　　　以上の試掘孔を設け、土質断面の観察結果を柱状図（20分の1に縮尺したもの）にまとめたもの。
　　　　　試掘孔の数は、浸透面積400㎡以下については1か所、400㎡をこえるごとに1か所ずつ。なお、試掘孔の場所は、
　　　　　試掘孔の数が１か所の場合は、地下浸透処理予定地の中心とし、その他の場合は、地下浸透処理予定地を代表
　　　　　するところ。）
　　(6)　浄化槽の規模、構造及び性能（別添）
　　(7)　後処理装置の規模、構造及び性能（別添）
　　(8)　地下浸透装置の構造（別添）（縮尺100分の1～200分の1）
　　(9)　検水井の構造（別添）（縮尺100分の1～200分の1）

≪注≫
　　①下水道の供用開始区域などは設置に制限がある場合がありますので、水道局下水道係で確認をお願いします。
　　②原則として、放流先は河川、側溝等であり、地下浸透はやむをえない場合に限り、別添の「浄化槽放流水の地下浸透
      に関する指導基準」によります。
　　③浄化槽設置届出書または浄化槽設計概要書の提出前の設置検討段階で提出してください。
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合併処理浄化槽の設置・変更・廃止等に伴う各種届出について

３部送付

地域振興局（環境課）
提出：１部

受理、起案、入力、県毎月報告
維持管理台帳及び設置位置図２
枚作成

■浄化槽の使用を開始した場合

浄化槽使用開始報告書
　　（浄化槽法第10条の2、環境省関係浄化槽法施行規則第5条、諏訪市浄化槽法事務処理要領第6条）

≪提出部数と様式≫１部：浄化槽使用開始報告書（様式第８号）

≪添付≫
　　(1)　使用開始直前の保守点検の記録

≪注≫
　　①使用開始後30日以内に提出してください。

（市へ事務移譲） 維持管理台帳２・３枚目と設
置位置図２枚、配置図（平面
図）２枚送付  （添付あれば）
浄化槽法定検査申込書、諏
訪浄化槽衛生管理組合加入
申込書も送付

設置者 市（生活環境課）

≪注≫
　　①工事完了後、速やかに提出してください。

（市へ事務移譲）

設置者 市（生活環境課）

提出：１部 受理、浄化槽工事完了検査・確認チェックシートにより
工事完了確認、起案、工事完了確認書（様式第7条）返
送

工事完了確認書保管
工事完了確認書

返送

※設置者が民間審査機関で審査を受ける場合は、都市計画課及び地域振興局を経由しないため、生活環境課で４部受理し、
　 受理印を押印した３部を返却します。また、長野県で審査対象となる建物規模の場合は、副は長野県から設置者に直接返送されます。

※法定検査申込書、諏訪浄化槽衛生管理組合加入申込書が添付されている場合は地域振興局へ送付します。

■浄化槽の設置工事が終了した場合

工事完了報告書
　　（諏訪市浄化槽法事務処理要領第4条・5条）

≪提出部数と様式≫１部：工事完了報告書（様式第６号）

副１部保管
１部保管 経由

正１部保管
副１部（確認
通知書）送付

副１部（確認
通知書）送付

意見・
２部送付

【使用開始報告書提出後】
維持管理台帳及び設置位

置図２枚作成 維持管理台帳２・３枚目と設置位置図２枚、配置図（平面図）２枚送付  （添付あれば）
浄化槽法定検査申込書、諏訪浄化槽衛生管理組合加入申込書も送付

≪提出部数と様式≫４部：し尿浄化槽設計概要書（様式第１号）

≪添付≫
　　(1)　浄化槽の設置場所の周辺500mの状況を記入した見取図
　　(2)　処理施設の平面図、断面図
　　　　　（型式認定浄化槽の場合は、型式適合認定書の写し、型式適合認定書別添仕様書及び図面の写し）
　  (3)　建物等の平面図
　　(4)　人員算定の計算書
　  (5)　技術管理者の資格を証明する書類（処理対象人員が501人以上の場合）
 　(※)　当該浄化槽の保守点検又は清掃若しくはその両方を業者に委託する予定の場合は、当該保守点検業者等の名称
　　　　　を記載した書類
　 (任意：浄化槽法定検査申込書、諏訪浄化槽衛生管理組合加入申込書）

≪注≫
　　①下水道の供用開始区域などは設置に制限がある場合がありますので、水道局下水道係で確認をお願いします。
　　②着工までの相当期間前に提出してください。

設置者 市（生活環境課） 特定行政庁（都市計画課）
又は長野県又は民間審査
機関（※）

通知・合議
３部送付

地域振興局（環境課）

提出：４部
受理、回覧、入力、副１
部保管、県毎月報告

（建築確認が必要な場合）　浄化槽設計概要書
　　（建築基準法第6条、浄化槽法第5条・10条第2項、浄化槽法施行令第1条、諏訪市浄化槽の設置に関する指導基準第3条第1項）
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合併処理浄化槽の設置・変更・廃止等に伴う各種届出について

（市へ事務移譲）

設置者 市（生活環境課）

提出：１部 受理、起案、入力、県毎月報告

提出：１部 受理、起案、入力、県毎月報告

■浄化槽の使用を休止する場合

浄化槽使用休止届出書
　（浄化槽法11条の2第1項、環境省関係浄化槽法施行規則第9条の3、諏訪市浄化槽法事務処理要領第9条）

≪提出部数と様式≫１部：浄化使用休止届出書（様式第11号）

≪注≫
　　①使用休止の日から30日以内に提出してください。

≪添付≫
　　(1)管理者の変更の原因となった事実を証する書類

≪注≫
　　①変更の日から30日以内に提出してください。

（市へ事務移譲）

設置者 市（生活環境課）

≪提出部数と様式≫１部：浄化槽技術管理者変更報告書（様式第９号）

≪添付≫
　　(1)技術管理者の資格を証明する書類の写し

≪注≫
　　①処理対象人員が501人以上の浄化槽の場合に関係します。
　　②変更の日から30日以内に提出してください。

■浄化槽管理者（名義）を変更する場合

浄化槽管理者変更報告書
　（浄化槽法10条の2第3項、環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第3項、諏訪市浄化槽法事務処理要領第8条）

≪提出部数と様式≫１部：浄化槽管理者変更報告書（様式第10号）

≪添付≫浄化槽を設置する場合　（建築確認が不要の場合）　と同様です。

≪注≫
　　①処理方法の変更、処理対象人員又は日平均汚水量の10％以上の変更の場合に提出が必要です。

（建築確認が必要な場合）

≪注≫
　　①建築基準法による建築主事への通知が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

■浄化槽の技術管理者を変更する場合　（処理対象人員が501人以上の浄化槽の場合）

技術管理者変更報告書
　（浄化槽法10条第2項・10条の2第2項、環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第2項、浄化槽法施行令第1条、
　　諏訪市浄化槽法事務処理要領第7条）

■浄化槽の構造もしくは規模の変更をする場合

（建築確認が不要の場合）　浄化槽変更届出書
　（浄化槽法第5条・10条第2項、浄化槽法施行令第1条、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する
     省令第2条、諏訪市浄化槽法事務処理要領第2条）

≪提出部数と様式≫正本２部：浄化槽変更届出書（別記様式第２号）
　　　　　　　　　　　　　副本１部：浄化槽変更届出書副本（適正確認書） （様式第２号）
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合併処理浄化槽の設置・変更・廃止等に伴う各種届出について

≪詳しいお問い合わせは・・・≫
〒392-8511　諏訪市高島1-22-30
諏訪市市民環境部環境課環境保全係
TEL　  ： 0266-52-4141（内線214・215)FAX　  ： 0266-57-0660（代表）
メール ：kankyou@city.suwa.lg.jp　　　　　　までお願いします。

（市へ事務移譲）

設置者 市（生活環境課）

提出：１部 受理、起案、入力、県毎月報告

提出：１部 受理、起案、入力、県毎月報告

■浄化槽を廃止する場合　（下水道接続に切り替える場合など）

浄化槽廃止報告書
　（浄化槽法11条の3、環境省関係浄化槽法施行規則第9条の5、諏訪市浄化槽法事務処理要領第11条）

≪提出部数と様式≫１部：浄化槽廃止報告書（様式第13号）

≪注≫
　　①廃止の日から30日以内に提出してください。

■浄化槽の使用再開をする場合

浄化槽使用再開届出書
　（浄化槽法11条の2第2項、環境省関係浄化槽法施行規則第9条の4、諏訪市浄化槽法事務処理要領第10条）

≪提出部数と様式≫１部：浄化槽廃止報告書（様式第12号）

≪注≫
　　①使用再開の日から30日以内に提出してください。

（市へ事務移譲）

設置者 市（生活環境課）
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